
JP 2018-131290 A5 2020.2.27

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第７区分
【発行日】令和2年2月27日(2020.2.27)

【公開番号】特開2018-131290(P2018-131290A)
【公開日】平成30年8月23日(2018.8.23)
【年通号数】公開・登録公報2018-032
【出願番号】特願2017-25346(P2017-25346)
【国際特許分類】
   Ｂ６５Ｆ   1/14     (2006.01)
   Ｇ０７Ｆ   7/06     (2006.01)
   Ｂ６５Ｆ   1/00     (2006.01)
   Ｂ３０Ｂ   9/32     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６５Ｆ    1/14     　　　Ｚ
   Ｇ０７Ｆ    7/06     　　　　
   Ｂ６５Ｆ    1/00     　　　Ａ
   Ｂ３０Ｂ    9/32     １０２Ｃ

【手続補正書】
【提出日】令和2年1月15日(2020.1.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品を収容する収容部を備える装置本体部と、
　物品を載置可能な載置部と、
　前記載置部の外側に設けられた外扉と、
　前記載置部から装置本体部内の収容部へ通じる通路に設けられた内扉と、
　前記内扉と異なる傾斜からなる載置面と、
　前記載置部に設けられ、前記載置部に載置された物品を検知する検知手段と、
　前記検知手段による検知結果に基づいて、回収対象物であるか否かを判別する判別部と
、
　を有することを特徴とする物品回収装置。
【請求項２】
　前記検知手段は、前記内扉と前記載置面とにより前記物品を支える位置において、前記
物品を検知することを特徴とする請求項１に記載の物品回収装置。
【請求項３】
　前記判別部により、前記回収対象物であると判別された場合、前記内扉は、前記載置面
から離れる方向に回動し、前記載置面の傾斜によって前記物品を前記収容部へ誘導するこ
とを特徴とする請求項１または請求項２に記載の物品回収装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
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　本発明の物品回収装置は、少なくとも以下の構成を具備するものである。
　物品回収装置は、物品を収容する収容部を備える装置本体部と、
　物品を載置可能な載置部と、
　前記載置部の外側に設けられた外扉と、
　前記載置部から装置本体部内の収容部へ通じる通路に設けられた内扉と、
　前記内扉と異なる傾斜からなる載置面と、
　前記載置部に設けられ、前記載置部に載置された物品を検知する検知手段と、
　前記検知手段による検知結果に基づいて、回収対象物であるか否かを判別する判別部と
、を有することを特徴とする。
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